
タクシー運賃改定のお知らせ

　いつも名鉄四日市タクシーをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

　このたび、北勢地区のタクシー運賃を次のとおり改定し、令和８年３月１６日から実施させていただきま

すので、謹んでお知らせ致します。

　なお、この改定を機会にお客様へのサービス向上に、一層の努力をして参りたいと存じますので、今後とも

名鉄タクシーをご愛顧下さいますようお願い申し上げます。

一般乗用旅客自動車運送事業運賃料金表

（１）運　賃 消費税込

【初乗運賃】 　　【加算運賃】

特定大型車： １．１８kmまで　　８４０円　１８０mまでごとに　   １００円

大　型　車： １．１８kmまで　　７８０円　１９２mまでごとに　   １００円

普  通  車： １．１８kmまで　　７００円　２３１mまでごとに　   １００円

特定大型車： １００円

大　型　車： １００円

普  通  車： １００円

特定大型車： ２,８００円

大　型　車： ２,５８０円

普  通  車： ２,０００円

（２）料　金 消費税込

特定大型車： １分　５秒までごとに　    １００円

大　型　車： １分１０秒までごとに      　 １００円

普  通  車： １分２５秒までごとに      　 １００円

迎車回送料金 　１両ごとに　　 ２００円

（３）運賃の割引・割増

運賃等の割増 　深夜早朝割増（２２時から翌朝５時まで）　                       　 ２割増

　障害者割引（身体障害者手帳/療育手帳を提示の場合）　　　　   　 １割引

　遠距離割引（距離制運賃で9,000円を超えた金額について)　　　  　 １割引

１割引

　プリペイドカード割引　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ０．５割引

  ※運賃等の割増は、距離制運賃及び待料金に適用します。

  ※障害者割引と高齢者割引が重複する場合は、各割引のうち一種類のみを適用します。

  ※障害者割引と遠距離割引が重複する場合は、それぞれ適用します。

●北勢地区（適用エリア）四日市市、鈴鹿市、亀山市、菰野町、いなべ市、東員町、桑名市、朝日町、川越町

名鉄四日市タクシー株式会社

令和８年２月

料

金
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　高齢者割引 (予め登録を受けた７０歳以上の者又は公的機関が発行した年齢を
                確認できる書面等の提示をした７０歳以上の者）

運賃等の割引
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運
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３０分　　 ５,１５０円       １５分までごとに    

時速１０km以下の運行時間について１分　５秒までごとに

時速１０km以下の運行時間について１分１０秒までごとに

時速１０km以下の運行時間について１分２５秒までごとに

３０分　　 ５,６００円       １５分までごとに    

３０分　　 ４,０００円　　　 １５分までごとに　　


